
 

 

 

 

建設委員会情報連絡 
 

令和８年４月１６日 
 

情報連絡件名                                頁 
 
 

（１）都市建設部主要事業調書（主要工事・調査委託）について・・・・・・・・ ２ 

（２）止水板設置工事助成金交付要綱の改正について・・・・・・・・・・・・・ ３ 

（３）雨水出水浸水想定区域図の公表について・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

（４）足立区都市計画審議会の開催結果について・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

（５）足立区都市計画マスタープラン改定に係る若者会議の実施結果について・・１３ 

（６）都市計画道路の事業期間の延伸について・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

（７）「東京における都市計画道路の整備方針」の公表について・・・・・・・・１７ 

（８）千住関屋ポンプ所の稼働に伴う見学会の開催について・・・・・・・・・・１９ 

（９）舎人公園内の廃道敷等の土地無償貸付契約の更新について・・・・・・・・２２ 

（10）令和８年度じゃぶじゃぶ池の実施および運営方法について・・・・・・・・２６ 

（11）都市農業公園の指定管理者の選定について・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

（12）関原の森関連施設指定管理者の選定について・・・・・・・・・・・・・・３０ 

 
【参考】 

《総合交通対策調査特別委員会報告事項》 
※ 資料は、総合交通対策調査特別委員会（都市建設部）の報告資料にあり 

 
 （１）日暮里・舎人ライナーにおけるバスを活用した混雑緩和の取組みについて 

 （２）有楽町線（地下鉄８号線）の整備促進に向けた取組み状況について 

（３）公共交通の自動運転サービスの導入に向けた取組み状況について 

（４）常東地区「チョイソコ×せんじゅ」の取組み状況等について 

（５）花畑地区「花畑ぐるりん」の取組み状況等について 

 

（都市建設部） 



建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年４月１６日 

件   名 都市建設部主要事業調書（主要工事・調査委託）について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 

内   容 

 令和８年度都市建設部の事業を取りまとめた主要事業調書を作成したの

で、以下のとおり報告する。 

 

１ 主要事業の内容 

詳細は別添資料１のとおり 

（１）主要工事              １４件 

（２）調査等委託             ３３件 

（３）その他（負担金、補助事業等）    １９件 

    合 計              ６６件 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年４月１６日 

件   名 止水板設置工事助成金交付要綱の改正について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 

内   容 

令和５年４月から実施している止水板設置工事助成について、足立区民

が利用する公共性の高い施設も助成対象に拡充するため、交付要綱（別紙

参照 Ｐ５～７）を改正したので、以下のとおり報告する。 

 

１ 止水板設置工事助成の概要について 

（１）対象工事 

 足立区内の住宅、店舗、事務所等への浸水を防止することを目的と 

して出入口等に止水板を設置する工事 

（２）助成額 

   止水板設置工事経費の２分の１（５０万円を上限） 

（３）これまでの助成実績 

 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

件 数 1 1 3 

助成額合計 50 万円 21.4 万円 98.6 万円 

 

２ 助成対象者の要件の拡充について 

助成対象者について、以下の（１）エ・オを新規追加する。 

（１）改正後の助成対象者 

  ア 足立区に住民登録をしている個人 

  イ 足立区に本店又は支店の登記をしている法人 

  ウ 管理組合 

エ 民間の要配慮者利用施設※の所有者及び管理者 

オ 上記のほか、区長が特に必要と認める者 

   ※ 水防法第１５条第１項に規定する社会福祉施設、学校、医療施

設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設 

（２）施行日 

   令和８年４月１日 

 

３ 今後の予定 

今後も他自治体の事例を注視しながら、助成件数の増につながる改正

等の検討を進めていく。 
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本助成金を活用し集合住宅に設置した止水板 
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足立区止水板設置工事助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、浸水被害の防止又は軽減を図るため、足立区内の住宅、店舗、事務所、

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条第１項第４号ロに規定する要配慮者利用施

設（以下「要配慮者利用施設」という。）等（以下「住宅等」という。）において止水板の設

置及びその他の関連工事（以下「止水板設置工事」という。）を行う者に対する助成金の交

付について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 （１） 止水板 建築物の浸水を防止することを目的としてその出入口等に設置するもの

で、次の要件に該当するものをいう。 

  ア 金属板等の浸水に耐えうる材質で、一定の浸水防止性能を有すること。 

  イ 取り外し又は移動が可能であること。 

  ウ 繰り返しの使用が可能であること。 

 （２） 関連工事 止水板の設置に伴い、浸水防止の効果を高めるために行う工事で、次

の工事に該当するものをいう。 

  ア 内外壁の防水工事 

  イ 土間コンクリート打設工事 

  ウ その他足立区長（以下「区長」という。）が必要と認める工事 

 （３） 管理組合 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）に基づき、

建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために、建物の区分所有者で構成される

団体並びに団地内の土地、附属施設並びに建物の管理を行うために団地内の建物所有者

（区分所有権を有する者を含む。）により設立される団体をいう。 

（助成対象者） 

第３条 区長は、足立区内で止水板設置工事を行う住宅等を所有し、又は使用する次のいず

れかの者に対して、予算の範囲内で助成金を交付する。 

（１） 足立区に住民登録をしている個人 

（２） 足立区に本店又は支店の登記をしている法人 

（３） 管理組合 

（４） 民間の要配慮者利用施設の所有者及び管理者 

（５） 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成金の交付対象としない。 

 （１） 周辺地盤面より掘削して土地利用を行い、浸水被害を拡大させるおそれがある地

階を有する住宅等の所有者及び使用者。ただし、止水板設置工事を行う建築物が本要綱

の制定以前に建築確認済証の交付を受けた建築物である場合はこの限りでない。 

 （２） 止水板設置工事について、国、東京都又は足立区から本要綱に基づく助成以外の

別紙 
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助成を受ける者 

（３） 住民税を滞納している者 

（４） 住宅等の売買を目的として所有している住宅等に止水板設置工事を行う者 

（５） 第６条の規定による交付決定前に工事着手した者 

（助成額） 

第４条 助成額は、止水板設置工事の経費に２分の１を乗じた額とし、１つの住宅等につい

て５０万円を上限とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。 

２ 助成金の交付は、１つの住宅等につき１回を限度とする。 

（交付申請） 

第５条 この要綱による助成金を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、工事着手

前までに足立区止水板設置工事助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、区長に提出しなければならない。 

（１） 設置箇所の案内図、位置図及び写真 

（２） 工事計画図及び止水板の規格が明示されている図面 

（３） 工事見積書の写し 

（４） 土地及び建物の登記事項証明書 

（５） 申請者が使用者である場合は、土地及び建物所有者の承諾書（様式第２号） 

 （６） 申請者が個人である場合にあっては住民票、法人である場合にあっては登記事項

証明書又はこれに準ずる書類（発行後３か月以内のものに限る。） 

 （７） 申請を行う前年度の住民税の納税証明書又は非課税証明書（発行後３か月以内の

ものに限る。） 

 （８） 管理組合の代表者が申請する場合は、工事の実施に関して議決したことを証する

書類 

（９） 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類 

２ 代理人が申請者に代わって申請するときは、前項に規定する書類のほか、委任状（様式

第３号）を添付するものとする。 

（交付決定） 

第６条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付

が適当と認められるときは足立区止水板設置工事助成金交付決定通知書（様式第４号）に

より、助成金の交付が不適当と認められるときは足立区止水板設置工事助成金不交付決定

通知書（様式第５号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による交付決定に当たり、必要があると認めるときは、条件を付す

ることができる。 

（申請内容の変更） 

第７条 申請者は、前条の助成金の交付決定後において、第５条の規定による申請の内容に

変更が生じた場合は、関係書類を添付し、足立区止水板設置工事助成金変更交付申請書（様

式第６号）を速やかに区長に提出しなければならない。 

（変更交付決定） 
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第８条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の変更

交付が適当と認められるときは足立区止水板設置工事助成金変更交付決定通知書（様式第

７号）により、申請者に通知するものとする。 

（工事完了の報告） 

第９条 第６条第１項の規定により交付決定通知を受けた申請者は、この要綱に基づく止水

板設置工事が完了したときは、止水板設置工事完了届（様式第８号。以下「完了届」とい

う。）に次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に提出しなければならない。 

（１） しゅん工図（平面図、立面図、設置図、構造図等） 

（２） 工事着工前及び完了後の写真 

（３） 止水板設置工事の領収書の写し 

（４） 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類 

（検査） 

第１０条 区長は、前条の規定により完了届の提出を受けたときは、速やかにその内容を審

査し、必要に応じて設置箇所を確認する。 

（額の確定及び通知） 

第１１条 区長は、前条に規定する検査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適

合すると認めたときは、助成金の額を確定し、足立区止水板設置工事助成金確定通知書（様

式第９号）により、申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求及び交付） 

第１２条 前条の規定により通知を受けた者は、足立区止水板設置工事助成金請求書（様式

第１０号）により、区長に助成金の交付を請求することができる。 

２ 区長は、前項の規定により請求があったときは、請求内容を審査の上、申請者に助成金

を交付するものとする。 

（交付決定の取り消し） 

第１３条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 虚偽その他の不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（２） 助成金を止水板設置工事以外の用途に使用したとき。 

（３） 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、足立区止水板設置工事助成金

交付決定取消通知書（様式第１１号）により、申請者に通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第１４条 区長は、前条に規定する交付決定の取り消しを行った場合において、既に助成金

を交付しているときは、助成金の全部又は一部を期限を定めて返還を命ずることができる。 

付 則（４足都都発第５０２５号 令和５年３月３１日 区長決定） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則（７足都都発第４９４２号 令和８年３月１２日 区長決定） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年４月１６日 

件   名 雨水出水浸水想定区域図の公表について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 

内   容 

令和８年３月２５日に東京都下水道局が「内水氾濫」に伴う最大浸水深

を表現した「雨水出水浸水想定区域図」を公表（以下「新公表」という）

したので、以下のとおり報告する（別紙１、２ Ｐ９～１０参照）。 

なお、新公表に伴い、区の最大浸水深に関する区への影響はない。 

 

１ 足立区洪水・内水・高潮ハザードマップ（以下「区ハザードマップ」

という） 

（１）これまで東京都は、「内水氾濫」と「中小河川（毛長川、伝右川、

垳川）の氾濫」の最大浸水深の重ね合わせたものを 1枚のマップとし

て公表していた。 

（２）現在の区ハザードマップは、上記（１）を用いて作成している。 

（３）新公表によって、「内水氾濫」と「中小河川（毛長川、伝右川、垳

川）の氾濫」の最大浸水深が分離され、２枚のマップとなった。 

（４）上記（３）に伴い、「内水氾濫」と「中小河川（毛長川、伝右川、

垳川）の氾濫」の最大浸水深を分離した区ハザードマップについては、

増刷するときに反映させる。 

 

２ 今後の方針 

上記１（４）の区ハザードマップは、区ホームページに掲載するとと

もに、あだち広報においても周知を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8



9

Administrator
タイプライターテキスト
別紙１

Administrator
長方形
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Administrator
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年４月１６日 

件   名 足立区都市計画審議会の開催結果について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 

内   容 

第８６回足立区都市計画審議会を開催したので、以下のとおり報告する。 

 

１ 開催概要 

（１）日   時 令和８年３月２５日（水） 午後２時～ 

（２）場   所 区役所南館８階 庁議室 

（３）出席委員数 委員定数２０名中１５名出席 

 

２ 議案 

（１）北千住駅東口周辺地区関連として、以下の５つの案件を足立区都市計

画審議会に付議した。 

案件名 決定区分 

用途地域の変更 東京都からの意見照会 

防火地域及び準防火地域の変更 足立区決定 

高度利用地区の変更 足立区決定 

北千住駅前地区第一種市街地再開発事業の決定 足立区決定 

千住旭町地区地区計画の変更 足立区決定 

（２）付議理由は、北千住駅前の都市基盤施設の再編や敷地の共同化・高度

利用及び防災性の向上を図るとともに、東口駅前周辺の顔としてふさわ

しいにぎわい拠点を形成するため。 

【位置図】 
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３ 報告事項 

足立区都市計画マスタープラン改定の方向性について 

 

４ 審議結果 

上記議案を付議した結果、足立区都市計画審議会において異議のないも 

のと決定された。 

 

５ 都市計画決定・告示 

北千住駅東口周辺地区関連 令和８年６月頃 

 

６ その他 

次回の足立区都市計画審議会は、令和８年１０月頃に開催を予定してい 

る。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年４月１６日 

件   名 足立区都市計画マスタープラン改定に係る若者会議の実施結果について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 

内   容 

 足立区都市計画マスタープランを改定するにあたり、若者の意見を集約

し反映するため、若者会議「アダチ若者会議 キミも。ミーティング～ま

ちづくり編～」を実施したので以下のとおり報告する。 

 

１ 実施概要 

（１）日  時 ３月１５日（日）午前１０時～正午 

（２）会  場 東京芸術センター ９階 会議室２ 

（３）対  象 足立区在住・在学・在勤・ゆかりのある若者 

(１５～２２歳) 

（４）参加人数 １１名（１８歳未満５名、１８歳以上６名） 

 

２ 主な意見 

  「住み続けたい人を増やしていくため、住み続けたくなるためには、

 どんなことが必要か。」をテーマにグループワークを行った。 

質問 主な意見 

守っていきたい

宝物は？ 

（1）都心への交通アクセスの良さ 

（2）銭湯、商店街などの昔ながらの雰囲気 

（3）防災活動など地元の人とのつながり 

改善が必要な

ことは？ 

（1）東西における交通アクセスの不便さ 

（2）日暮里・舎人ライナーの混雑状況 

（3）友だちと一緒に気軽に勉強できる場所の不足 

新しく必要なも

のは？ 

（1）東西移動手段の充実（バス、シェアモビリティ

など) 

（2）足立区ならではのイベントや商業施設の拡充 

（3）公園内にカフェや飲食店などの設置 
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３ 今後の方針 

若者会議で得た意見等を足立区都市計画マスタープラン改定作業に反

映させていく。 

  

意見まとめ② 意見まとめ① 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年４月１６日 

件   名 都市計画道路の事業期間の延伸について 

所管部課名 
都市建設部事業調整担当課 

都市建設部都市建設課 

内   容 

東京都が施行する都市計画道路について、それぞれ事業期間の延伸が告

示されたので報告する。 

 

１ 東京都第六建設事務所が施行している路線（別紙参照 Ｐ１６） 

（１）補助第１３６号線（本木） 

ア 事業区間 扇一丁目～本木一丁目 

イ 事業延長 約８４０ｍ、 事業幅員 ２０ｍ 

ウ 事業期間 

変更前 平成１４年３月２７日～令和８年３月３１日 

変更後 平成１４年３月２７日～令和１３年３月３１日 

（２）補助第１３８号線（興野） 

ア 事業区間 興野一丁目～本木二丁目 

イ 事業延長 約３５０ｍ、 事業幅員 １６ｍ 

ウ 事業期間 

変更前 平成２６年２月７日～令和８年３月３１日 

変更後 平成２６年２月７日～令和１３年３月３１日 

 

２ 今後の方針 

  引き続き、早期の事業完了を東京都に要望していく。 
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1:50,000

東京都事業中区間

凡 例

路線番号 補助第１３８号線（興野）

事業区間 興野一丁目～本木二丁目

事業期間 変更前 平成２６年２月７日～令和８年３月３１日

変更後 平成２６年２月７日～令和１３年３月３１日

事業延長 Ｌ＝３５０ｍ

事業幅員 Ｗ＝１６ｍ

事 業 者 都・第六建設事務所

別紙

路線番号 補助第１３６号線(本木)

事業区間 扇一丁目～本木一丁目

事業期間 変更前 平成１４年３月２７日～令和８年３月３１日

変更後 平成１４年３月２７日～令和１３年３月３１日

事業延長 Ｌ＝８４０m

事業幅員 Ｗ＝２０m

事 業 者 都・第六建設事務所

16



建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年４月１６日 

件   名 「東京における都市計画道路の整備方針」の公表について 

所管部課名 
都市建設部事業調整担当課 

都市建設部都市建設課 道路公園整備室道路整備課 

内   容 

東京都及び都内区市町は、新たな「東京における都市計画道路の整備方

針」（別添資料２「概要版」参照）を策定したため、以下のとおり報告す

る。 

 

１ 東京における都市計画道路の整備方針の主な内容 

（１）基本理念 

都市計画道路ネットワークを形成・充実し、次世代を見据えた円滑

な自動車交通と良質な歩行者空間が共存した都市を実現。 

（２）基本目標 

ア 都市の強靭化（防災・輸送） 

イ 人やモノの自由な移動（活力・競争力） 

ウ 安全で快適な道路空間の創出（憩い・にぎわい） 

エ 都市環境の向上（景観・緑） 

（３）都市計画道路の必要性の検証 

足立区内の計画路線は全て「必要性有り」と評価。 

（４）優先整備路線の選定（足立区の概要） 

ア 足立区施行路線は以下のとおり（これまでの計画から追加の路 

線は無し）。 

足立区施行の優先整備路線 

№ 路線名 延長 

1 補助第 137 号線(梅田六丁目～補助 138) 70ｍ 

2 補助第 253 号線(環状 7～西新井一丁目) 260ｍ 

3 補助第 254 号線(補助 136～補助 138) 800ｍ 

4 区画街路第 7号線(環状 7～新田三丁目) 390ｍ 

5 区画街路第 8号線（補助 138～関原三丁目） 220ｍ 

6 区画街路第 13 号線（北千住駅～千住旭町） 40ｍ 

7 竹ノ塚駅広場 1（竹ノ塚駅東口） 7,090 ㎡（面積） 

イ 東京都施行路線は補助第１３８号線（中川四丁目から中川三丁目）

が引き続き選定され、補助第１４０号線（西綾瀬四丁目から西綾瀬

一丁目）は優先整備路線から除外された。 
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（５）道路空間の再編 

道路の幅員構成を見直すことで新たな付加価値を生み出す取組み。 

足立区内でのリーディング路線※の選定は無し。 

※ 道路空間の再編を先導するモデルケースとなる道路 

 

２ 東京都と区市町の役割分担 

（１）整備方針は東京都及び区市町が協働で策定した。 

（２）整備方針に定める基本的事項である「都市計画道路の必要性の検 

証」及び「優先整備路線選定」のうち、都全域（広域）に関わる項目 

は都内一律の考え方で東京都が、地域に関わる項目は検証項目の考え 

方に基づき区市町が、それぞれ検証を行った。 

 

３ 今後の方針 

策定以降７～８年後に予定されている中間見直しの際、改めて優先整 

備路線の追加路線等の検討を行う。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年４月１６日 

件   名 千住関屋ポンプ所の稼働に伴う見学会の開催について 

所管部課名 
都市建設部事業調整担当課 

都市建設部都市建設課 

内   容 

千住関屋ポンプ所の稼働に伴い、東京都下水道局が見学会を開催するた

め、以下のとおり報告する。 

 

１ 開催時期 

（１）日付 

令和８年４月２６日（日）、２７日（月） 

（２）時間 

ア 午前９時３０分～午前１１時３０分 

イ 午後１時３０分～午後３時３０分 

※ 東京都議会議員及び千住関屋環境を守る協議会には、別途令和 

８年４月２５日（土）に実施する予定。 

 

２ 対象者 

（１）足立区議会議員 

（２）常東地区町会・自治会区域にお住まいの方 

 

３ 開催内容 

別紙参照（Ｐ２０～２１） 
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常東地区にお住いの皆様

 千住関屋ポンプ所稼働に伴う見学会開催のお知らせ 

日頃より、下水道事業に対してご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
千住関屋ポンプ所は、足立区の千住地区の一部に降った雨を汲み上げ、隅田川に放流する

とともに、合流改善対策の一環として、降雨初期の特に汚れた雨水を貯留する施設を整備し
ています。

平成２１年から工事を実施してまいりましたが、令和８年３月末に主な工事が完了し、施
設の運転を開始いたします。

このたび、普段目にする機会の少ないポンプ所の中をご覧いただけるよう現場見学会を開
催することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１ 日   付   令和８年４月２６日（日曜日）
令和８年４月２７日（月曜日）

２ 時   間   午前の部  ９時３０分～１１時３０分
（受付時間※）  午後の部 １３時３０分～１５時３０分

３ 場   所   千住関屋ポンプ所（足立区千住関屋町１０番地先）

４ 内   容   千住関屋ポンプ所の施設概要説明及び施設内見学【雨天決行】
          (電動機・ポンプ本体・非常用発電機・沈砂池室をご覧いただけます)

※受付時間内にお越しください。見学は順路に沿って進んでいただきます。
見学会の所要時間は３０分から１時間程度です。

千住関屋ポンプ所 全景

下水道局公式キャラクター
アースくん
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【施設見学の注意点について】 
 
 
① 来場手段 ：駐車場はございません。ご都合により、車での来場が必要な場合は、別途調整

させていただきますので、事前にご連絡願います。 
 
② 階段の昇降：建物内の昇降はエレベーターを使用しますが、見学ルートの一部に段差や

階段の箇所がございます。足腰や体力に不安のある方や車椅子でお越しの方は、施設の
見学ルートについて別途調整させていただきますので、事前にご連絡願います。 

 
③ 服装：下水道施設の見学のため、冷暖房の設置されていないところもございます。温度変

化に対応できるよう服装には注意してください。また、汚れてもいい服や靴でお越しく
ださい。ヒール、ビーチサンダル等はお控えいただくようお願いします。 

 
④ 見学コース：施設の地下は暗く感じられるところがございます。見学の際は、十分にご注

意ください。小学 6 年生以下の方には、大人が同伴するようお願いします。 
 
⑤ 説明言語：説明及び誘導は日本語での案内となります。外国の方については、必要に応

じて、グループ内に日本語を理解できる方（外国語通訳、手話通訳等）が同伴するようお
願いします。 

 
⑥ 当日の荷物：原則、手荷物については、各自お持ちのまま見学してください。なお、傘を

お持ちの方は、傘立てをご利用ください。 
 
⑦ 飲食・喫煙スペース：施設内に飲食できる場所や、喫煙スペースはありません。 
 
⑧ トイレ：施設内に利用可能なトイレはございません。事前にお済ませてのうえご来場い

ただくか、お近くの公共施設をご利用ください。 
 
⑨ 写真及び動画撮影：人物が映った画像や動画の取り扱いは、セキュリティや肖像権、プ

ライバシーの問題に配慮し、SNS や動画サイト等への投稿はお控えください。 
 
 
 

＜お問合せ先＞ 
 東京都下水道局 第一基幹施設再構築事務所 工事第一課 調整担当 

   電話：０３－３８６２－８２５１（平日９時から１７時まで） 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年４月１６日 

件   名 舎人公園内の廃道敷等の土地無償貸付契約の更新について 

所管部課名 
都市建設部事業調整担当課 

都市建設部都市建設課 

 

 

 

 

 

 

内   容 

 

 

 

 

 

 

舎人公園内の廃道敷等について、平成１７年３月に締結した「確認書」

に基づき、東京都建設局に無償貸付を行っている。今回、令和８年３月 

３１日で契約満了を迎えるため、令和８年３月１３日に契約を更新したの

で以下のとおり報告する。 

 

１ 土地無償貸付契約について 

（１）無償貸付の根拠 

確認書第５条（別紙１ Ｐ２３～２４参照） 

（２）廃道敷等の貸付箇所、面積及び期間 

ア 貸付箇所  舎人公園貸付図（別紙２ Ｐ２５参照） 

イ 貸付面積  ６１，６９４．９０㎡ 

ウ 貸付期間  令和８年４月１日～令和１１年３月３１日 

 

２ 外周園路の整備状況について 

（１）工期 令和８年２月２７日～令和９年２月２５日 

（２）区間 西伊興三丁目地内から古千谷一丁目地内まで 

 

３ 今後の方針 

外周園路の完成後の適正管理に向け、財産処理の方法等について、今

後も東京都と協議を進めていく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年４月１６日 

件   名 令和８年度じゃぶじゃぶ池の実施および運営方法について 

所管部課名 道路公園整備室公園維持課  

内   容 

令和８年度のじゃぶじゃぶ池の実施及び運営方法について以下のとお

り報告する。 

 

１ 令和７年度からの変更点について 

  開始時期 9 月の開催 実施箇所 

令和 7年度 7 月 10 日(木) 9 月 21 日(日)まで 21 か所 

令和 8年度 7 月 1 日(水) 

9 月 23 日(水・祝日)まで 

※ 8月31日(月)以降は 

 土日祝日のみ実施する 

20 か所 

変更理由 

近年の猛暑 

対策のため 

9 日前倒し 

令和 7年度の実績から 

9 月の平日は利用者数が 

急激に減少したため 

竹の塚 

第五公園 

廃止のため 

 

【参考】施設あたりの平均利用人数（令和７年度実績） 

  
7 月 8 月 9 月 

平日 休日 平日 休日 平日 休日 

1 日平均利用人数 

(1 施設当たり) 
4.4 人 32.1 人 5.1 人 14.4 人 0.8人 13.2 人 

 

２ 令和８年度実施概要 

（１）期間 

  開始日 最終日 備考 

令和 7年度 

(参考) 

当初 
7 月 10 日(木) 

9 月 7 日(日) 猛暑により運営

途中に期間を 

延長した 変更後 9 月 21 日(日) 

令和 8年度 7 月 1 日(水) 
9 月 23 日 

(水・祝日) 

8 月 31 日(月)以

降は土日祝日の

み実施する 
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令和７年度・令和８年度運営スケジュールの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）時間（変更なし） 

午前９時～午後１時（１回５０分の入れ替え、４回制） 

（３）実施箇所 

公園２０か所（別紙参照 Ｐ２８） 

【参考】令和７年度２１か所 

（竹の塚第五公園廃止に伴い１か所減少） 

（４）対象者（変更なし） 

   オムツを使わなくなった就学前の子ども 

 

３ 運営方法（変更なし） 

（１）熱中症対策について 

ア 暑さ指数が３１℃以上に達した際は、利用を中止する。 

※ 足立区医師会の意見 

乳幼児の安全面を考慮し、暑さ指数による利用制限はすべきで

あると助言があった。 

イ 周知方法 

（ア）あだち広報 

（イ）Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）での情報発信 

（ウ）現地での看板掲示および係員による来場者への説明 

（２）水遊びパンツの使用について 

一般的に尿については流れ出す構造であることから、プールとし

ての水質基準（遊離残留塩素濃度０．４mg／L～１．０mg／L）を確

保するには、水遊びパンツの使用は不適であるため使用は認めない。 

※  水質基準の計測は６０分に１回実施 

 

 
 

1 日 
 

10 日 
 

31 日 
 

21 日 
 

23 日 
 

令和７年度

令和８年度

7月 8月 9月

土日祝日のみ実施通常開催
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竹の塚第三公園 
(竹の塚４-７-１) 

北鹿浜公園 
(鹿浜３-２６-１) 

梅田亀田公園 
(梅田８-１３-１) 

井堀北公園 
(栗原１-１５-８) 

千住公園 
(千住大川町３５-１) 

五反野ｺﾐｭﾆﾃｨ公園 
(西綾瀬２-１-1８) 

六木中央公園 
(六木３-３４-１) 

都立東綾瀬公園 
(綾瀬６-２４) 

諏訪木西公園 
(西新井４-３５-１) 

新西新井公園 
(西新井５-１７-１) 

下の公園 
(綾瀬７-５-２) 

下河原公園 
(東綾瀬１-11―12) 

千住旭公園 
(千住旭町 30-1) 

見沼代親水公園 
(舎人 2-3) 

尾竹橋公園 
(千住桜木 2-16-1) 

南宮城公園 
(宮城 1-27-5) 

花畑公園 
(花畑 4-40-1) 

大谷田南公園 
(中川 4-42-1) 

東和親水公園 
(東和 4-6-18) 

新田さくら公園 
(新田 3-34-1) 

※8 月 30 日までの定休日は 

下図をご確認ください 

足立区 都市建設部都立舎人公園のじゃぶじゃぶ池については、舎人公園サービスセンターへお問い合わせください。 

別 紙 

お休みなし 

月曜日お休み 

火曜日お休み 

国
道
４
号

28



建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年４月１６日 

件   名 都市農業公園の指定管理者の選定について 

所管部課名 道路公園整備室公園維持課 

内   容 

江北公園の一部及び荒川鹿浜橋緑地の一部（以下「都市農業公園」とい

う。）の指定管理者を以下のとおり選定するので、報告する。 

 

１ 対象施設 

（１）名 称 都市農業公園 

（２）所在地 足立区鹿浜二丁目４４番１号 

 

２ 指定期間 

令和９年４月１日～令和１４年３月３１日（５年間） 

 

３ 主な業務内容 

（１）施設の維持管理業務 

（２）施設の管理運営業務 

 

４ 選定スケジュール 

時  期 内  容 

令和 8年 4月下旬 
第 1回選定等審査会 

選定審査に関する書類・基準の審議 

令和 8年 5月上旬 公募要領・様式等の発表・配布 

令和 8年 5月下旬 現地説明会 

令和 8年 6月下旬 応募締切 

令和 8年 7月下旬 
第 2回選定等審査会（第 1次審査） 

書類審査 

令和 8年 8月下旬 
第 3回選定等審査会（第 2次審査） 

プレゼンテーション（候補者決定） 

令和 8年 9月 労働条件審査 

令和 8年 12 月 第 4 回定例会に議案提出 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和８年４月１６日 

件   名 関原の森関連施設指定管理者の選定について 

所管部課名 建築室建築防災課 

内   容 

 関原の森・愛恵まちづくり記念館及びまちづくり工房館の指定管理者を

以下のとおり選定するので報告する。 

 

１ 対象施設 

（１）名 称 関原の森・愛恵まちづくり記念館及びまちづくり工房館 

（２）所在地 足立区関原一丁目２１番 

 

２ 指定期間 

令和９年４月１日～令和１４年３月３１日（５年間） 

 

３ 主な業務内容 

（１）施設の利用・貸出等管理業務 

（２）施設の維持管理業務 

 

４ 選定スケジュール 

時  期 内  容 

令和 8年 5 月中旬 
第 1回選定等審査会 

選定審査に関する書類・基準の審議 

令和 8年 6 月上旬 公募要領・様式等の発表・配布 

令和 8年 7 月上～中旬 応募受付期間 

令和 8年 8 月中旬 
第 2回選定等審査会（第一次審査） 

書類審査 

令和 8年 9 月上旬 
第 3回選定等審査会（第二次審査） 

プレゼンテーション（候補者決定） 

令和 8年 9 月中旬 労働条件審査 

令和 8年 12 月 第 4 回定例会に議案提出 
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